
新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６回） 

 

日時 令和２年５月 27日（水） 

   午後４時～５時 

場所 本庁舎 大会議室 

１ 本部長あいさつ 

 

 

 

２ 報告事項 

(1) 緊急事態宣言の解除について 

 

 

(2) 本市での感染者の発生状況について 

 

 

(3) 小田原市立病院での感染者の発生状況について 

 

 

 

３ 協議事項 

(1) 小田原市新型コロナウイルス感染症対策実施方針の改定について 

 

 

(2) 市主催イベントの開催及び市有施設の使用の抑制について 

 

 

 

４ 各部からの報告事項 

(1) 市立小・中学校及び幼稚園の対応について 

 

 

(2) その他 

 

 

 

５ その他 
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本市における感染者の状況について（５月 25日発表時現在） 

 

１、県内・管内・市内感染者数  

区域 感染者数累計（人） 備考 

神奈川県 1,322 ※5/22時点データ 

 小田原保健福祉事務所管内 79  

  小田原市 
56 

（集団感染 35） 

市立病院（職員：17人・患者 9人） 

市内グループホーム（患者 5人） 

管内医療機関（職員：3人・患者 1人） 

 

 

２、管内居住者の患者の状況  

 管内患者の状況  （  ）内は市内 

症状 軽症 無症状 中等症 重症 調査中 不明 

人数 36（26） 6（5） 29（20） 2（1） 3（2） 3（2） 

計 79（56） 

※記者発表時の患者の状況であり、その後の状況については未発表 

 

 

３、感染者累計数の推移（市内居住者）・日別市内新規集団感染者数 
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小田原市新型コロナウイルス感染症対策実施方針 

令和２年４月 28日決定 

令和２年５月  日改定 

小田原市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

政府の「緊急事態宣言」、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」、県の「特

措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及び本市の状況と対策経過を踏ま

え、本市として包括的かつ計画的に取組を推進するため、次のとおり新型コロナウイル

ス感染症対策実施方針を定める。 

 

１ 対策の基本的考え方 

 緊急事態宣言下においては、新型コロナウイルス感染症のさらなるまん延を防止す

るための対策を最優先としつつ、市民生活や社会経済活動への影響を最小限にとどめ

ることを目的に、市民の皆さんの理解と協力のもと、感染症対策に全力で取り組んで

きた。 

 緊急事態宣言の解除後においては、県の取組方針や市内外の感染状況を踏まえた上

で、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践・普及を図りつつ、感染拡大の防止

と社会経済活動の維持の両立を図っていく。 

 さらに、単なる生活の質の維持や経済活動の回復にとどまらず、「密」を避けた分散

型社会の到来を見据えて、これを一つの契機として本市の総体的価値の向上を目指し

ていくこととする。 

 

２ 実施する対策 

（１） まん延防止 

① 市有施設の閉館、各種事業・サービス等の休止・利用自粛要請 

緊急事態宣言下においては、市有施設（日常生活を維持する上で不可欠な施設を

除く）を原則閉館するとともに、多くの人が集まる集会やイベント等については

延期・中止としてきた。また、保育園等のサービス利用者に対する自粛要請を行

ってきた。 

緊急事態宣言の解除後は、神奈川県における対応との整合に留意しつつ、基本的

な感染対策を継続しながら市有施設の使用や各種事業・サービス等を段階的に再

開していく。 

＜主な対策＞ 

・貸館施設等の閉館及び施設等利用者に対する周知・還付 

・保育園の利用自粛要請及び対象者への保育料の還付 

資料３ 
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・社会福祉施設における通所によるサービス利用の自粛要請 

・行政窓口の業務時間の変更、中止 

・市職員の多様な勤務体制の推奨 

 

② 行政サービス等の継続・代替 

まん延防止策を講じつつ、行政サービス等の提供を継続するため、代替手段を検

討・実施する。 

＜主な対策＞ 

・各種手続きの郵送申請、電子申請等の周知 

・母子健康手帳や障害者手帳等の交付申請方法等の変更 

・乳幼児健診の延期に伴う電話等による相談 

・臨時休校に伴う放課後等デイサービス利用者のかかり増し費用の助成 

・避難（場）所の拡大と衛生管理に係る対策の検討・実施 

 

③ 学校等の休業及び児童・生徒への支援 

市立小中学校及び幼稚園を休業するとともに、その間における児童・生徒らに向

けた学習支援や再開に向けた準備を行ってきた。 

緊急事態宣言の解除後の学校の教育活動については、感染予防の対策を講じなが

ら、分散登校、短縮授業など段階的に再開していく。 

＜主な対策＞ 

・市立小中学校・幼稚園の段階的再開 

・児童生徒等の心身の健康状況の把握及び教育計画の見直し 

・放課後児童クラブの開所、利用自粛要請 

・おだわらっ子チャンネルの開設（映像資料等の製作・配信） 

・衛生資材の確保や市立小中学校への次亜塩素酸水生成装置の設置 

・ＩＣＴ学習用端末等の早期整備 

 

④ 市民への情報提供・啓発 

ホームページやタウン紙、自治会回覧などの様々な媒体を活用し、感染症対策の

周知や「新しい生活様式」の定着に向けた広報を行い、市民・事業者の理解と協

力を求める。 

＜主な対策＞ 

・市ホームページやタウン紙等での情報提供や予防啓発 

・市長メッセージの配信 

・防災行政無線等による市民に向けた注意喚起 
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⑤ 衛生管理 

公共施設等の衛生管理を行うとともに、衛生資材の供給状況に注視し、必要に応

じ調達及び各方面への配布を行う。 

＜主な対策＞ 

・市役所本庁舎等の衛生管理（間仕切りや手指消毒液の配備） 

・市民への次亜塩素酸水の配布 

・衛生資材の確保・配布（福祉施設や妊婦等への配布） 

 

⑥ 地域医療体制 

市立病院としては新型コロナ感染症対策や県西地区の高度急性期医療体制の確

保に努めるとともに、市は小田原医師会による検査体制整備の支援を行うなどし

ながら、再度の感染拡大も視野に入れ、医療提供体制の整備について県と連携を

図る。 

＜主な対策＞ 

・市立病院の運営（診療体制、面会禁止、電話再診等に係る検討及び対応） 

・ＰＣＲ検査場設置の支援（場所の提供及び整備、運営支援、スタッフ・物品

等の調達、関係機関との調整） 

・医療提供体制の確保に向けた県や民間病院との協議・検討 

 

（２）経済対策 

① 緊急支援    

国や県が主となり進める新たな融資制度や給付金などの支援策に加え、市独自の

支援策を行うとともに、商工業団体等との連携により、雇用維持や事業継続に取

り組む市内業者の支援を拡充する。 

＜主な対策＞ 

・新型コロナウイルス対策特別融資（セーフティーネット保証４号）の創設 

・緊急経済対策中小企業事業者等支援金の交付対象を、大幅に売り上げが減少

した市内全ての中小企業・個人事業主に拡充 

・商工業団体や商店街等の取り組んでいる事業（テイクアウトやドライブス 

ルー販売等）への支援 

・雇用調整助成金申請に当たり、小田原箱根商工会議所が行う社会保険労務士

等派遣の支援 

・市内商工業者の販路開拓として小田原箱根商工会議所が行う、ＷＥＢ百貨店

作成の支援 

・金融機関での融資経験を有する融資相談員を市の窓口に配置 
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② 産業支援 

各方面の休業や営業自粛等の影響を受けた地域経済を立て直すため、関係団体と

連携し、各種相談や販路開拓等を行う。また、回復期を想定し需要を喚起する事

業を検討する。 

＜主な対策＞ 

・農林水産物や工芸品などの地場産品のさらなるＰＲや斡旋販売・販路開拓へ

の支援（おだわらおさかなチャンネル（料理教室等水産関係の動画配信）の

開設等） 

・回復期における消費拡大等に向けた支援事業や収束後の観光関連事業の検討  

   

（３）生活者支援 

① 生活支援 

市民の様々な生活上の相談に関係機関と緊密に連携し、包括的に対応するととも

に、各種の給付金等の迅速な給付や市税等の支払い猶予措置等を実施する。 

＜主な対策＞ 

・生活困窮者自立支援制度に基づく包括的な相談支援 

・特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金、住宅確保給付金等の給付 

・市税、保険料、各種料金の支払い猶予措置等 

・国民健康保険における傷病手当金の支給 

 

② 分かち合いの奨励 

緊急対策基金を設けるほか、金品の寄贈や市民相互の助け合いの活動を奨励す

る。 

＜主な対策＞ 

・緊急対策基金の造成と寄附金の受入れ 

・寄附物品の受領、活用 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針 

 

新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針に定める「県機関における取組」

については、次のとおりとする。 

 

１ 全庁を挙げた対策の実施 

全部局・任命権者が新型コロナウイルス感染症対策本部体制の下、急を要しな

い業務の中止や見直しを行い、感染症の拡大防止や医療崩壊を防ぐための取組、

県民の経済・雇用対策に注力する。 

２ 新しい生活様式の定着に向けた取組 

(1) 職員向け対策 

・ 職員一人ひとりが、日常の感染予防対策に努めるとともに、すべての所属

において換気や消毒など職場の感染予防対策に努める。 

・ テレワーク等を率先して実施することにより、職場の出勤者の減少や交通

機関の混雑緩和を図り、身体的距離を確保した環境づくりに努める。 

・ オフィスへの通勤や対面での業務を前提としない働き方を継続していくた

め、押印の廃止に向けた取組など、電子化・オンライン化を推進する。 

・ なお、これらの対策の具体的な対応については、状況の変化に応じて、適

宜通知により周知徹底を図る。 

(2) 県民利用施設（＊入所施設を除く） 

施設管理者は、類似する業態の団体が作成した業種別ガイドライン及び県作成

のガイドライン等に基づく感染防止対策を実施し、「感染防止対策取組書」を掲示

するとともに、「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の二次元バーコードを複数の

箇所に掲示したうえで、順次運営を再開する。 

なお、利用者を特定できる施設については、後に利用者の感染が確認された場

合に備えて、利用時刻・利用者氏名・連絡先の把握に努める。 

(3) 県民等への対応 

県民や事業者の皆様ができるだけ来庁しなくてすむように、県への提出物等に 

ついて、郵送やインターネットによる提出を周知・要請する。 

また、県民や事業者の皆様が来庁した場合に備えて、窓口における透明間仕切

りシートの設置などの感染症防止対策を実施する。 

 

令和２年２月26日策定 

令和２年２月28日改定 

令和２年３月11日改定 

令和２年３月24日改定 

令和２年３月26日改定 

令和２年３月3 0日改定 

令和２年４月６日改定 

令和２年４月７日改定 

令和２年５月５日改定 

令和２年５月25日改定 
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業務上やむを得ず、県民や事業者等の相手方へ訪問する際には、最低限の人数・ 

時間とし、感染症の拡大防止対策に十分留意した上で行う。 

３ イベント等の実施の扱い 

別添資料１「イベント等の実施の扱い」 

４ 公立学校向け対策 

別添資料２「現在の新型コロナウイルスの状況を踏まえた県教育委員会の対応」 



 

 

イベント等の実施の扱い 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針のうち「３イベント等

の実施の扱い」について、県が主催するイベント等については、特措法に基づく本部

体制を維持する職員を確保する観点から、次のとおりとする。 

 

１ 対象期間 

令和２年８月 31日まで 

 

２ 対応 

（１）県民が参加するイベント等 

原則、中止又は延期とする。 

ただし、中止・延期することが困難なものは「新型コロナウイルス感染症対策

の神奈川県対処方針」の定めによるとともに、感染症拡大予防策（※）等を施し

たうえで、開催することができる。 

なお、開催にあたっては、「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の二次元バーコ

ードの活用や、参加者の氏名・連絡先の把握に努めるなど、感染発生時の参加者

への連絡体制を構築するものとする。 

 

（２）会議・研修等 

不要・不急の会議・研修等については、原則、中止又は延期とする。 

なお、開催せざるを得ない会議・研修等は、まず電子会議への切替え、書 

面開催を検討し、難しい場合には、規模の縮小、時間の短縮、座席間隔の確保や

間引き等を行い、感染症拡大予防策（※）を施したうえで開催することができる。 

 

 

 

※感染症拡大予防対策 

〇発熱・せき等、かぜの諸症状が見られる方の参加見合わせ 

〇参加者への手洗い、うがい、マスクの着用の徹底（主催者の県職員含む。） 

〇入場時のアルコール消毒液の設置 

〇濃厚接触解消の工夫 

〇人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策 

〇密閉、密集、密接場面など、クラスター感染発生リスクが高い状況の回避 

〇感染発生の場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力 

別添資料１ 



 

  

 

 

現在の新型コロナウイルスの状況を踏まえた 
県教育委員会の対応（令和２年５月 25日現在） 

 
１ 公立学校における対応について 
 〇 県立学校については、６月１日（月）から再開する。 
〇 学校としての必要な受け入れ態勢を整えるため、５月 31 日（日）まで臨時
休業を継続する。 

 〇 臨時休業終了後の県立学校の再開にあたっては、ガイダンスなどの準備期間、
分散登校、時差通学・短縮授業など、段階的に行っていく。 

〇 上記について県立学校長に通知するとともに、市町村教育委員会に対しても、
休業要請の解除と、今後の学校再開についての適切な対応を依頼する。 

 

【県立学校における通常登校までのスケジュール】 

登校方法 
高等学校・中等教育学校 特別支援学校 

期間 概要(人数は程度) 日程 期間 概要 日程 

準備期間 

（ガイダンス登校） 
１週間程度 

各学年１日ガイダンス登校 
４校で入学式を予定 
20名/教室、200名/回 

6/1(月) 

～6/5(金) 

１週間程度 

学年や障がい部門ごとに 
１日の登校を設定 
４校で入学式を予定 

6/1(月) 

～6/5(金) 

分散登校 

２週間程度 

週２回  

必要に応じて土曜日も活用 

40分×３時間 

20名/教室、200～300名/回 

6/8(月) 

～6/20(土) ２週間程度 

週１回(高等部３年は週２回）  

全校生徒の 20～30％程度 /回 
6/8(月) 

～6/19(金) 

１週間程度 

週３回  

必要に応じて土曜日も活用 

40分×３時間 

20名/教室、200～400名/回 

6/22(月) 

～6/27(土) ２週間程度 

週２回(高等部３年は週３回）  

全校生徒の 50％程度/回 

給食あり 

6/22(月) 

～7/3(金) 

時差通学・ 

短縮授業 

１週間程度 

全生徒毎日登校 

40分×３時間 

40名/教室、全生徒/回 

6/29(月) 

～7/4(土) 
1カ月程度 

全児童・生徒等登校 

給食あり 
7/6(月) 

～7/31(金) 

２カ月程度 

全生徒毎日登校 

40分×６時間 

40名/教室、全生徒/回 

7/6(月) 

～8/29(土) 
１週間程度 

全児童・生徒等登校 

午前授業 
8/24(月) 

～8/28(金) 

通常登校 その後 

全生徒毎日登校 

50分×６時間 

40名/教室、全生徒/回 

8/31(月)～ 
その後 

全児童・生徒等登校 

給食あり 
8/31(月)～ 

 
※ 今後の分散登校や時差通学・短縮授業の期間については、状況の推移により
変更することがある。 

 

２ 社会教育施設における対応について 
〇 今般の国における緊急事態宣言解除に伴い、新型コロナウイルス感染症に対
する万全な拡大予防対策を講じた上で、社会教育施設について段階的に再開館
する。 

〇 県立図書館及び川崎図書館については、予約貸出及び返却のための窓口サー
ビスを５月 27 日(水)から先行実施し、６月９日（火）から再開館する。 

〇 金沢文庫、近代美術館、歴史博物館については、６月９日(火)から再開館す
る。 

  なお、生命の星・地球博物館は、施設内の燻蒸作業のため、７月１日（水）
から再開館する。 

別添資料 ２ 



市主催イベント等と市有施設の使用の抑制について 

 

１ 本市の取組経過 

決定時点 市主催イベント等抑制 市有施設使用抑制 

２月 21日 対策会議通知 当面 － 

３月３日 対策会議通知 ３月 15日（日）まで ３月 15日（日）まで 

３月 11日 本部会議通知 ３月 31日（火）まで ３月 31日（火）まで 

３月 27日 本部会議決定 ４月 24日（金）まで ４月 24日（金）まで 

４月８日 本部会議決定 当分の間 当分の間 

５月 27日 本部会議決定   

 

２ 県からの要請の状況 

（１）イベント自粛の段階的な解除（５月 27日午前０時から） 

 屋内 100人以下、屋外 200人以下の小規模イベントについて、自粛要請を解除する。 

 中規模以上のイベントの自粛の要請の解除については、概ね３週間後、感染状況のモニタ

リングや専門家の意見などを踏まえ、総合的に判断する。 

［県機関における取組］ 

 ８月 31日までは原則、中止または延期とする。 

（２）県民利用施設（時期の定めなし） 

 施設管理者は、業種別ガイドライン及び県作成ガイドライン等に基づく感染防止対策を

実施するなどして、順次運営を再開する。 

 

３ 本市の対応方針（案） 

（１）市主催イベント等 

小規模イベントは、５月 27日以降、感染防止対策等の準備が整うものから実施すること

を可とする。 

中規模以上のイベントについては、引き続き当分の間は原則として中止・延期することと

し、概ね３週間後に県が示す判断を待って改めて判断することとする。 

（２）市有施設 

 施設管理者は、国県が示す感染拡大防止に関する資料や業種別ガイドライン等に基づく

感染防止対策を実施するとともに、施設使用予約を抽選としている場合などには、公平な利

用を確保するために必要な周知・準備期間を経たうえで、順次運営を再開することとする。 

 

資料 ４－２ 



新型コロナウイルス感染症対策のための市立小・中学校及び幼稚園の 

対応について（授業再開予定） 

 

市立小・中学校及び幼稚園においては、５月25日（月）に国の緊急事態宣言が解除

されたため、６月１日（月）から段階的に授業等を再開します。 

 

１ 学校生活における感染症予防対策 

 ・児童生徒の健康管理、環境衛生等に配慮して授業等を実施する。 

 （例） 

  ▸ 時差通学や分散登校の有効活用 

  ▸ １学級あたりの人数を減らした授業の実施 

▸ 家庭と連携し、毎朝の検温や風邪症状の確認 

 ▸ 教室内の常時換気 

 ▸ 教多くの児童生徒手を触れる箇所の１日１回以上の消毒液を使用した清掃 

 ▸ マスクの着用の徹底 ほか 

 

２ ６月１日（月）～12日（金）の対応 

・児童生徒の登校は午前又は午後のみ。（各学校で決定） 

 

３ 夏季休業期間について 

・８月１日（土）～23日（日）とする予定。 

※7月21日(火)～31日(金)及び８月24日(月)～31日(月)は授業日の予定。 

（土曜日、日曜日は休み。祝日の７月23日(海の日)及び24日(スポーツの日)は 

授業日の予定。） 

 

４ 給食について 

・６月15日（月）から実施予定。（幼稚園は7月１日(水)から） 

（８月31日(月)までの授業日は一部の日を除き実施予定） 

 

５ 放課後児童クラブについて 

・６月１日（月）～13日（土）の間、原則として午前８時から午後６時30分まで 

開所する。 

・６月 15日（月）以降は、通常の開所時間とする。 

資料５ 


